
（写） 

 

第 201400197595 号 

平成２７年３月１９日 

 

 

原子力規制庁長官  池 田 克 彦   様 

 

 

  鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

中国電力株式会社島根原子力発電所１号機の廃止決定に対する要望につい

て 

 

鳥取県における原子力防災行政について、日頃御協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。 

さて、３月１８日に中国電力株式会社から、島根原子力発電所１号機の廃止を決定し、

電気事業法上の運転終了に関する届出を経済産業省に行ったことについての報告を受

けました。 

ついては、今後想定される長期間の廃止措置に係る周辺地域の安心・安全確保等も勘

案し、適切に対処されるよう下記のとおり強く要望します。 

 

記 

 

１ 廃炉の安全に関する規制基準をはじめとして廃止措置段階における安全確保に関

する適正処理のプロセスを早期に明確にするとともに、原子炉等規制法に基づく廃止

措置計画の認可等を行う場合には、安全を第一義として厳正に対処すること。また、

これら内容を鳥取県、米子市及び境港市に具体的かつ分かりやすく説明すること。 

 

２ 廃止措置においては安全を第一とし、立地のみならず鳥取県など周辺の意見を聴

き、長期にわたる廃止措置を徹底した安全管理の下で行うように指導・監督すること。 

 

３ 廃止措置中の防災対策について万全を期すこと。また、自治体に対して必要な技術

的及び財政的支援を行うこと。 

 


